
速やかな繰越手続きについて

工事又は事業を実施する中で、年度内に支出が終わらないやむを得ない事由（繰越事由）が発生した
場合には、繰越明許費の活用（速やかな繰越手続き）により、施工時期の平準化を図ることができます。

①繰越申請件数の推移 ②繰越申請の年度末処理の状況

※平成27年度を100とした場合の指数

⇒ 繰越申請（箇所ベース）はＨ27年度に比べ、2倍以上に増加 ⇒ その事務処理は年度末に集中（1～3月で全体の約8割）している

③速やかな繰越手続きの状況（直近４か年）

＜官署別シェア＞＜箇所数＞

⇒ 第3四半期までの繰越申請は年々増加

※ 処理割合＝第３四半期までの承認箇所数／当該年度の年間承認箇所数
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④繰越明許費の計上について

【採用団体】
愛知県
名古屋市
静岡市 等

9月補正又は
12月補正で
計上

年度末補正
で計上
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繰越申請手続きに関する地方公共団体等への周知

①東海財務局ＨＰへの申請書類や事例集の掲載 ③繰越説明会の開催について

令和2年9月に、東海財務局HPの「財政」ページに、「歳出予算
の繰越し」を新たに開設し、繰越ガイドブック（財務本省へのリン
ク）、箇所別調書などの申請書類の様式を掲載。令和3年1月に
は、東海財務局オリジナルの事例集を掲載。
令和４年6月には、事例集や申請書類の様式を申請者目線で
更新するとともに、 同月開催の繰越説明会の説明資料を掲載。

東海財務局オリジナルの事例集
を掲載（令和3年1月18日～）

④事故繰越にかかる提出書類の簡素化

➢ 令和3年度より繰越説明会の開催を年2回
（春と秋）とし、開催方法についても、参加者
の移動時間などの負担軽減を図る観点から、
web会議形式にて実施。

➢ また、令和4年6月に開催した繰越説明会の
模様を各地方公共団体等の担当者の振り返り
のためなどにご活用いただくため、youtubeにて
期間限定で限定公開中（6月末～3月末）。

➢ 令和4年度の繰越説明会においては、春はこ
れまでと同様に繰越制度全般の研修を行うとと
もに、秋（10月予定）にはより実践的な「実
務者編」を開催予定。

2

これまで以下のとおり簡素化を実施。
①災害復旧・復興事業に係る事故繰越
（令和元年度～）

②新型コロナウイルス感染拡大による影響に伴
う事故繰越（令和2年度、3年度）

③通常の事故繰越の「事故事由を確認できる
書類」を、事案に応じ真に必要な書類の最
小限の添付に変更し、モデルケースを提示。

（令和4年1月～）

④通常の事故繰越に係る「事故繰越しを必要
とする理由書」の簡素化（令和4年5月～）

②メルマガ「くりこし通信」の発行

令和2年7月より、メルマガ「くりこし通信」を
発行し、国官署機関や地方公共団体の担当
者へ繰越制度に関する情報などを毎月提供。

【情報提供内容】
・よくある質問（Ｑ＆Ａ） ・新型コロナ関連

・繰越説明会の開催 ・集中受付日の周知 など
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速やかな繰越手続きについて

令和4年2月初旬から3月末に東海財務局に対して翌債申請（補正・予備費分除く）のあった箇所の「繰越事由開始時期」について
確認したところ、第２四半期までに繰越事由が発生しているものが、県によってバラツキはあるものの、全体の約20％（各県60箇所
～280箇所）存在。（参考）4県合計：3,644箇所（国交省関係：2,551箇所、農水省関係：790箇所、その他：303箇所）のうち、第2四半期までに繰

越事由が発生しているものは、736箇所（全体の20.2％）となっている状況。

繰越事由開始時期では一概には判断できないが、繰越事由が発生し、適正な工期が確保できないと判断できる場合には、9月補正
や12月補正に繰越明許費を計上するなど、速やかな繰越手続きを徹底すべき。

Ｎ=1,121箇所 Ｎ=1,156箇所

Ｎ=977箇所

９月まで、２８．０％（２７４箇所）
１０月まで、４５．２％（４４２箇所）

９月まで、１６．９％（６６箇所）
１０月まで、２５．１％（９８箇所）

Ｎ=390箇所
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速やかな繰越手続きについて（国交省関係事業）

Ｎ=886箇所

９月まで、２５．１％（２２２箇所）
１０月まで、３７．６％（３３３箇所）

Ｎ=728箇所

９月まで、２１．０％（１５３箇所）
１０月まで、３８．９％（２８３箇所）

Ｎ=703箇所

９月まで、 ７．３％（ ５１箇所）
１０月まで、２８．２％（１９８箇所）

Ｎ=234箇所

９月まで、１７．５％（４１箇所）
１０月まで、２４．８％（５８箇所）

前頁で示した「繰越事由開始時期」について、国交省関係事業の分析を行ったところ、第２四半期までに繰越事由が発生
しているものが、県によってバラツキはあるものの、愛知県220箇所、静岡県150箇所以上が存在。
（参考）4県合計：2,551箇所のうち、第2四半期までに繰越事由が発生しているものは、467箇所（全体の18.3％）となっている状況。

国交省関係事業については、翌債申請全体の7割を占めており、県の出先事務所と事業担当課との連携を密にするなど、
きめ細かな進捗管理を行うことで、これまで以上に速やかな繰越手続きに努めて頂きたい。
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速やかな繰越手続きについて（農水省関係事業）

前頁で示した「繰越事由開始時期」について、農水省関係事業の分析を行ったところ、第２四半期までに繰越事由が発生し
ているものが、静岡県は50％以上（110箇所以上）存在。
（参考）4県合計：790箇所のうち、第2四半期までに繰越事由が発生しているものは、256箇所（全体の32.4％）となっている状況。

特に、林道整備などの森林整備における境界確定などを理由とするケースが多くみられるため、適正な工期が確保できないと
判明した段階で、速やかな繰越手続きに努めて頂きたい。
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９月まで、１５．０％（１６箇所）
１０月まで、５９．８％（６４箇所）

Ｎ=225箇所

９月まで、５２．４％（１１８箇所）
１０月まで、６８．０％（１５３箇所）

Ｎ=378箇所

９月まで、２５．９％（ ９８箇所）
１０月まで、４０．２％（１５２箇所）

Ｎ=80箇所

９月まで、３０．０％（２４箇所）
１０月まで、４６．３％（３７箇所）
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速やかな繰越手続きのメリット

工事又は事業を実施する中で、年度内に支出が終わらないやむを得ない事由（繰越事由）が発生した
場合には、繰越明許費の活用（速やかな繰越手続き）により、施工時期の平準化を図ることができます。

➢ 繰越明許費の早期計上

年度内に支出が終わらないやむを得ない事由が発生した場合には、年度末を待つことなく、9月補正や
12月補正等に「繰越明許費」を計上することで、速やかに繰越手続きを行うことができます。

➢ 繰越明許費の当初予算計上

地方自治法に規定されている繰越明許費は、国の会計規程に準じて会計年度独立の原則の特例を設
けたものであり、当初予算において「繰越明許費」をあらかじめ計上することも可能です。

※ 毎年恒常的に繰越実績がある地方公共団体で
実績があります。【東海管内】愛知県、名古屋市、静岡市

➢ 速やかな繰越手続きのメリット

・ 適正な工期の設定を行うことが可能となり、受
注者が余裕をもって人材や資機材を準備でき、
円滑な施工が見込めます。

・ 年度末に集中していた変更契約に係る事務
が軽減し、翌年度工事の準備（設計・積算
等）の時間が確保できます。

・ 用地交渉などで突発的な事象が発生した場
合にも、迅速に対応できます。

・ 事業効果の早期発現が期待できます。 6



繰越明許費の当初予算への計上について（中部ブロック管内）

中部ブロック管内の一部の自治体において、経費の性質上、予算執行の過程で自然的・社会的条件に影響されや
すい性質であって、その経費の支出が年度内に完了しない見込みの内在する経費については、当初予算において一定
割合又は一定額を繰越明許費として計上している。具体的には以下のとおり。

➢ 当初予算に過去の繰越実績を踏まえて「枠」で計上
（R4当初:252億円）するとともに、不足分については、
国の補正予算等に応じて、適宜計上。

➢ 令和2年度予算より、当初予算での繰越明許費の計
上額を大幅拡充。（R元:59億円→R2:270億円）

愛知県における取組状況

経費区分
元年度

当初

2年度

当初

3年度

当初

４年度

当初

道路橋りょう費 1,997 13,515 12,200 12,328

河川海岸費 1,924 6,274 5,500 5,939

砂防費 441 1,325 1,176 1,227

都市・交通費 769 4,363 4,310 4,310

港湾空港費 357 839 771 771

漁港費 131 325 333 333

住宅費 274 355 324 324

建設費 計 5,893 26,996 24,614 25,232

名古屋市における取組状況

➢ 当初予算に過去の繰越実績等を踏まえて「枠」で計
上（R3:53億円→Ｒ4:60億円）するとともに、不足
分については、国の補正予算等に応じて、適宜計上。

分類 事業内容 2年度当初 3年度当初 4年度当初

緑政土木費 橋梁、街路、
河川等の整備

3,630 3,630 3,880

住宅都市費 都市整備等 2,100 1,700 2,100

合 計 5,730 5,330 5,980

静岡市における取組状況

➢ 令和3年度より当初予算に過去の繰越実績等を踏ま
えて「枠」で計上（R4当初:45.6億円）するとともに、
不足分については、国の補正予算等に応じて計上。

➢ 繰越明許費の計上額は、災害復旧費で34.2億円、
道路橋りょう費等で11.4億円であり、災害復旧費は当
初予算の歳出全額（当年災分）を、道路橋りょう費
等は当初予算の約10％を繰越明許費として計上。

（単位：百万円）

※ 経費区分は、令和3年度当初の名称。

（単位：百万円）
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コリンズデータに基づく現状と目標の乖離件数（都道府県・政令市）

３年度第1四半期稼働件数 平準化率0.8となるケース （直近3か年×0.8） ３年度実績との 乖離

平準化率に関する現状と目標のギャップについて

（右軸）

（件数）（件数）

直近3か年（令和元年度～令和３年度）の月平均稼働件数の平均値に、平準化率の目標値である0.8
を乗じて算出した件数と令和３年度の第1四半期における平均稼働件数を比較したところ、岐阜県以外の団
体は目標と現状にギャップが生じている状況。
一部の自治体においては、ギャップが昨年度より増加しているところも見受けられるので、その要因について自

己分析を進めるとともに、特に、乖離幅の大きい団体については、部局ごとに令和6年度までのロードマップを
作成するなど、きめ細かい対応が急務ではないか。

※折れ線グラフの括弧書きは、昨年度に同様の算出方法で示した乖離幅である。

Ｒ３平準化率 【0.89】 【0.69】 【0.69】 【0.73】 【0.81】 【0.74】 【0.67】
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愛知県の場合には、令和3年度実績と目指すべき水準との
ギャップが158件あるため、このギャップを令和4年度から令和6
年度までの3年間で解消していく必要があります。
したがって、第1四半期の月平均稼働件数を毎年度50件程

度（158件÷3年間≒53件）増加させなければ、目標に達し
ないレベルである。



第1四半期平均稼働件数にかかる対前年度増減率（都道府県・政令市）

対前年度増減率について、各年度間で変動が激しい地方公共団体については、要因分析が必要であり、特
殊要因等を除いた実力ベースでの検証等により、平準化を着実に推進する必要。

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 静岡市 浜松市 名古屋市

第1四半期平均稼働件数にかかる対前年度増減率の推移

Ｈ２９ 対前年増減 Ｈ３０ 対前年増減 Ｒ元 対前年増減 Ｒ２ 対前年増減 Ｒ３ 対前年増減

毎年度着実に
増加している

年度間でバラ
ツキが激しい

近年は減少傾
向となっている

近年は増加傾
向となっている

近年は増加傾
向となっている
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令和6年度目標達成までのロードマップ（都道府県・政令市）

（件数）

（注）月平均稼働件数については、各年度のコリンズデータを活用し工事の稼働状況を整理したものである。

（件数）
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980 

1,017 

1,014 

1,286 

1,280 

1,317 

1,353 

1,390 

828 

956 

1,103 

1,256 

1,367 

1,481 

1,481 

985 

1,163 

1,116 

1,298 

1,269 

1,337 1,337 

1,390 
1,442 

1,495 

834 

818 

931 
960 

944 

911 

970 

1,028 

1,087 

700

900

1,100

1,300

1,500

28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

令和6年度目標達成までのロードマップ

（第1四半期平均稼働件数）

実績及び予測（静岡県）

実績及び予測（岐阜県）

実績及び予測（愛知県）

実績及び予測（名古屋市）

令和6年度に平準化率0.8を達成するために必要となる「第1四半期平均稼働件数」について、直近3か年
（Ｒ元～R３）の月平均稼働件数に基づき算出。令和6年度までの期間を均等に上昇していくと仮定した場
合のロードマップは以下のとおりである。

※ 岐阜県及び静岡市については、平準化率としてはＲ３年度実績で目標値（0.8）を達成しているため数値は横置きしているが、災害復旧事業などの

特殊要因を除いた検証が必要。その他の県及び政令市についても、特殊要因等が存在する場合には、同様に検証が必要。

492 

458 

594 

633 

593 
609 

624 
640 

256 

325 

300 296 

333 

348 349 349 349 
283 

240 

197 

284 
292 

370 376 383 389 

150

250

350

450

550

650

28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

令和6年度目標達成までのロードマップ

（第1四半期平均稼働件数）

実績及び予測（三重県）

実績及び予測（静岡市）

実績及び予測（浜松市）
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静岡県の取組み（平準化） 【 静 岡 県 】【 静 岡 県 】

取 組 内 容

１ 債務負担行為の活用拡大
• １年未満の短期工事における年割債務 （非出水期（11～5月）の工期設定等）

• 維持管理業務を７月からの１３か月契約 （精算事務期間（1か月）を設定）

• ゼロ債務設定に公共関連事業も追加 【平成28年度～】

２ 柔軟な工期の設定

• 「工事着手日選択型工事」の導入 【平成28年度～】
⇒単年度及びゼロ債務に加え、複数年債務も対象 【令和２年度～】

• 「工事着手日選択型工事」をすべての工事に拡大 【令和３年度～】
⇒ これまでの専任の主任技術者を要する3,500万円（建築7,000万円）以上の工事に加え、
3,500万円（建築7,000万円）未満の工事も追加

３ 速やかな繰越手続き
• ２月議会から１２月議会に前倒し計上 【平成24年度～】

⇒ ９月議会に前倒し計上 【令和３年度～】

• 当初予算からの繰越計上を検討

４ 早期執行の目標設定
• 発注見通しの早期公表、業務委託も公表 【令和３年度～】

⇒ ４月公表開始から前年度の３月中に早めることで、受注希望者の計画的な施工体制確保を図る

1

平準化の取組

【これまでの取り組み】



静岡県の取組み（週休２日推進工事） 【 静 岡 県 】

週休２日推進工事の取組

内 容

対象工事

原則、すべての工事を対象とする。ただし、以下を対象外とする。
① 施工に必要な実日数（実働日数）が１週間程度と見込まれる工事
② 災害復旧工事（改良復旧工事含む）、通年維持工事
③ 発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事（供用開始時期が決められている工事など）

発注方法
《発注者指定型》

当初設計金額が3.5千万円以上の工事を対象
《受注者希望型》

発注者指定型以外の工事を対象

インセンティブ

《工事成績》
週休2日推進工事の達成程度に応じ、評定点計に加点
⇒ 4週8休相当：0.8点、4週7休相当：0.4点、4週6休相当：0.2点

《総合評価》
前年度の週休2日推進工事の実施に応じ、評定基準に加点
⇒ ４週８休相当（複数）：１点、4週８休相当：0.5点

• 平成27年度より導入 ⇒ 4週8休を基本とし、4週7休・4週6休についても柔軟に対応
• 平成31年1月より共通仮設費率及び現場管理費率、令和元年7月より労務費及び機械経費の補正を導入
• 令和２年度より、原則全工事を対象、受注者希望型の追加、インセンティブの付与
• 令和３年度より、市場単価の補正を導入

【これまでの取組】

【令和４年度】

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
発注者指定型 13 32 27 17 36 533 524

受注者希望型 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,201 1,023

計 13 32 27 17 36 1,734 1,547

【週休２日推進工事契約件数】

・週休２日推進工事： 実日数「３０日以下」も対象 （実日数が1週間程度の工事は除く。）
・一斉休工日ふじ丸デー： 毎月第２土曜日の月１日→ 第２・第４土曜日の月２日に拡充

2



静岡県の取組み（ICT活用工事） 【 静 岡 県 】

3

ICT活用工事の取組

令和３年度内訳

工 種 発 注 方 式 発 注 件 数 実 施 件 数

土 工
導入型 125件 121件
希望型 116件 16件

舗 装 工
希望型

76件 3件
地 盤
改 良 工 3件 0件

合 計 320件 140件

平成28年度 「ふじのくにＩＣＴ活用工事支援協議会」設立
平成29年度 「ふじのくにi-Construction推進支援協議会」に改称
令和元年度 「i-Construction大賞」を受賞
令和3年度 事務局を技術調査課から建設政策課に移管

⇒ 生産性向上の推進支援体制として活動

支援協議会

【これまでの取組】

実施状況

R1
• 「土工」、「舗装工」、「浚渫工」に加え、工種に「地盤改良工」を追加
• 普及啓発活動の登録制度「ICTマイレージプログラム」を導入

R2 • 工種に「切削オーバーレイ工」、「スラリー攪拌工」を追加

R3

• 舗装工の拡大に向けた運用改善（起工測量・出来形管理を選択制に変更、
路面切削工の積算基準の追加）

• データ収集・活用の推進を図るため、従来のICT活用工事以外の工事を対象
に、完成形状を取得する「３次元データ納品工事」の試行を開始

13 18 18 26 27 16
31

94
128

121

2

2

2

3
3

2

1

0

50
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200

H28 H29 H30 R01 R02 R03

土工（希望型）
土工（導入型）
舗装工
浚渫工
地盤改良工

13件
22件

51件

122件

159件
140件



”V I R T U A L SHIZUOKA”とは？

【 ３ 次 元 点 群 デ ー タ の 取 得 状 況 】

３次元点群データで再現した静岡県庁周辺

３次元点群データで
再現した富士山

“３次元点群データ“により、仮想空間に静岡県をまるごと再現

2020年度 グッドデザイン賞 受賞
令和３年度 先進政策大賞 受賞

“VIRTUAL
SHIZUOKA”
イメージ動画

950km2

1,050km2

700km2

4,000km2

” V I R T U A L  S H I Z U O K A” の 活 用 方 法

インフラプラットフォームの構築
⇒ ３次元点群データと公共施設台帳の連携を図るプラットフォームの

構築に着手

３次元測量の推進
⇒ 現地計測を併用する試行対象を全土木事務所へ拡大

R1：伊豆東部地域の取得開始
R3：ほぼ県土全域の取得完了（人口カバー率100％）
⇒ 取得したデータは、すべてオープンデータ化済

3次元点群データで創るデジタルツイン

＜活用のイメージ＞

＜令和４年度の取組＞

３次元データ納品工事の推進
⇒ ICT活用工事以外の一般土木工事において、受注者が希望する

場合に完成形状の３次元データを取得・ 納品

その他、災害査定、自動運転実証実験 などへ活用

Ｒ３

Ｒ３

Ｒ２

Ｒ１

静岡県の取組み（VIRTUAL SHIZUOKA）

4

【 静 岡 県 】



県による普及拡大（公助）だけでは限界 建設業者間での活動を促進（共助）背 景

対象工事
静岡県交通基盤部・経済産業部が発注する建設工事のうち以下の工事
• ICT活用工事として実施する工事
• 遠隔臨場を実施する工事

活動内容 • 自社工事での他社の職員に対する臨場や見学等による研修・講習
• 他社工事への技術的な相談への対応等の指導や支援

対象作業

• 起工測量や３次元設計データ作成、出来形計測、出来形管理資料作成におけ
る現場作業やデータ処理

• ICT建設機械による施工における機材のセットアップや現場作業
• モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会及び

段階確認の機器等のセットアップや現場作業

対象活動の実施報告書を作成・提出 工事成績評定・総合評価の評価において加点制度概要

5

静岡県の取組み（ICTマイレージプログラム）

建設業者間でのICTの普及啓発活動の取組の推進 インセンティブの設定目 的

工 種 R１ R２ R3

業 者 数 12社 41社 44社

◆ＩＣＴ普及啓発活動実績ありの業者数

【 静 岡 県 】



静岡県の取組み（ICTの普及・新技術・新工法の取組）

6

●建設現場におけるニーズと企業等が保有する技術シーズのマッ
チングを図り、先進技術の現場導入を推進し、生産性の向上に
つなげる。
●建設技術や建設産業の魅力を広く紹介することにより将来の
担い手確保につなげる。

【 静 岡 県 】

出展募集技術

５分野13の技術テーマから出展技術を募集
技術テーマに沿っていれば、現場ニーズの具体例に沿っていな
い技術でも応募可能
本年度は、３次元点群データの活用に関する技術を特に求め
ます。

ICTを活用した
省力化・省人化

設計・施工・
維持管理の効率化

工事現場の
安全確保

県産ものづくり
技術の活用促進

建設分野の
カーボンニュートラル

目的



静岡県の取組み（スライド条項リーフレットの作成）

7

昨今の原油価格・物価高騰によりスライド条項の適用に関する相談が増加

◆スライド条項の適用に関するリーフレット

スライド条項の制度を分かりやすくまとめたリーフレットを作成し周知（R4.6.2）

【 静 岡 県 】



4 7 10 1 )

00246513
テキストボックス
資料４

00246513
テキストボックス
静岡県　建設業課



産官連携による一斉休工の取組方法等について

（静岡県交通基盤部建設経済局建設業課）

１ 目的

働き方改革の機運醸成を図るため、令和２年10月に「ふじのくに建設産業働

き方改革推進大会」を開催し、週休２日の確保等の推進を謳った「働き方改革

推進宣言」を採択した。

これを具体的に推進する取組として、県内建設業界団体及び行政機関が、産

官連携による一斉休工に取り組むことで、建設産業における労働環境の改善を

目指す。

２ 概要

（１）対象工事

災害対応・復旧工事等緊急性が高い工事及び工程上やむを得ない工事を除

き、原則全ての工事を対象とする。

（２）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間のことをいう。

（３）休工

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や現

場事務所が閉所されていることをいう。なお、巡回パトロールや保守点検等

現場管理上必要な作業を行う場合を除く。

（４）取組機関

（一社）静岡県建設業協会、（一社）静岡県建設産業団体連合会

国土交通省中部地方整備局、静岡県、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、

三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、

藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、

菊川市、伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、

西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、吉田町、川根本町、森町

３ 実施方法

・毎月第２、第４土曜日を「ふじ丸デー」とし、取組機関が県内公共工事の一

斉休工に取り組む。

・受注者に対し、既に契約済みの工事は、対象期間中の第２、第４土曜日の休

工を呼びかけるとともに、今後契約する工事は、施工計画等の作成にあたり

休工日との調整を図るよう努める。

・受注者に対し、現場掲示用チラシを現場に掲示するよう依頼する。

・後日の検証のため、発注機関は取組状況（稼働中の工事件数及び取組未実施

の件数）を取りまとめの上、毎月の状況を県建設業課へ報告する。なお、実

施の可否の確認は、受注者の申告に基づいて行う。

・その他建設産業における働き方改革への理解を広げるため、取組機関は本取

組に関する周知に努める。



令和３年度　産官連携による一斉休工　実施日別取組状況 （単位：件）

国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町

対象工事 2,154 250 1,092 812 2,292 211 1,155 926 2,326 215 1,070 1,041 2,532 203 1,140 1,189 2,977 203 1,278 1,496 3,454 234 1,536 1,684 

実施 1,838 220 1,003 615 1,992 192 1,073 727 2,086 202 996 888 2,313 191 1,074 1,048 2,886 203 1,252 1,431 3,221 224 1,486 1,511 

未実施 316 30 89 197 300 19 82 199 240 13 74 153 219 12 66 141 91 0 26 65 233 10 50 173 

実施率 85.3% 88.0% 91.8% 75.7% 86.9% 91.0% 92.9% 78.5% 89.7% 94.0% 93.1% 85.3% 91.4% 94.1% 94.2% 88.1% 96.9% 100.0% 98.0% 95.7% 93.3% 95.7% 96.7% 89.7%

国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町 国 県 市町

対象工事 3,957 254 1,761 1,942 4,474 271 1,904 2,299 4,640 270 2,062 2,308 4,771 263 2,107 2,401 4,207 254 1,896 2,057 2,915 234 1,474 1,207 

実施 3,727 238 1,714 1,775 4,136 253 1,814 2,069 4,240 251 1,940 2,049 4,272 232 1,950 2,090 3,774 220 1,754 1,800 2,612 210 1,363 1,039 

未実施 230 16 47 167 338 18 90 230 400 19 122 259 499 31 157 311 433 34 142 257 303 24 111 168 

実施率 94.2% 93.7% 97.3% 91.4% 92.4% 93.4% 95.3% 90.0% 91.4% 93.0% 94.1% 88.8% 89.5% 88.2% 92.5% 87.0% 89.7% 86.6% 92.5% 87.5% 89.6% 89.7% 92.5% 86.1%

国 県 市町

実施率 90.9% 92.3% 94.2% 87.0%

4月10日（土） 5月8日（土） 6月12日（土） 7月10日（土） 8月14日（土） 9月11日（土）

内訳 内訳 内訳 内訳 内訳 内訳

10月9日（土） 11月13日（土） 12月11日（土） 1月8日（土） 2月12日（土） 3月12日（土）

内訳 内訳 内訳 内訳 内訳 内訳

令和３年度　年間平均

内訳

区分

全体 全体 全体 全体 全体 全体

区分

全体 全体 全体 全体 全体 全体

区分

全体





令和４年７月

（件名）

本県におけるＣＣＵＳ(建設キャリアアップシステム)の現状について

(建設経済局建設業課）

１ 概要

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System,略称 CCUS)とは、建設業に関

わる技能者の資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを建設技能者が所有するカード

に登録・蓄積し、技能者の適正な評価や建設事業者の業務負担軽減に役立てるための仕組

み。システムを活用して建設技能者の能力や就業履歴の見える化を図り、能力等に応じた処遇

を受けられる適正な環境を整備する目的で、(一財)建設業振興基金が運営主体となり、平成

31 年４月から、本格運用が開始された。

２ CCUS 登録状況

(事業所数)

(技能者数)

※増加率はいずれも前年度末対比

３ 静岡県の取組

区 分
全国 静岡県

事業所数(A) 増加率 事業所数(B) 増加率 対比(B/A)

平成 31 年 4 月末 10,998 － 176 － 1.6％

令和 2 年 3 月末 42,485 － 881 － 2.1％

令和 3 年 3 月末 101,103 238.0％ 2,474 280.8％ 2.4％

令和 4 年 3 月末 167,198 165.4％ 4,447 179.7％ 2.7％

令和 4 年 6 月末 180,372 107.9％ 4,795 107.8％ 2.7％

区 分
全国 静岡県

技能者数(C) 増加率 技能者数(D) 増加率 対比(D/C)

平成 31 年 4 月末 29,753 － 465 － 1.6％

令和 2 年 3 月末 220,701 － 4,081 － 1.8％

令和 3 年 3 月末 519,354 235.3％ 10,932 267.9％ 2.1％

令和 4 年 3 月末 858,768 165.4％ 19,805 181.2％ 2.3％

令和 4 年 6 月末 928,418 108.1％ 21,494 108.5％ 2.3％

CCUS 活用工事

契約締結後の受注者からの希望による受注者希望型と

して実施。現場就業履歴登録の確認ができた場合は、

工事成績評定の「創意工夫」の項目に１点加点

令和４年度～

総合評価

元請が CCUS に事業者登録している場合に 0.5 点加点

ＣＣＵＳ活用工事において、活用申請した場合はさらに

0.5 点加点（Ｒ４～）

令和２年度～

入札参加資格
元請が CCUS に事業者登録している場合に 10 点加点

令和３年度～





 
 





中部ブロック発注者協議会 静岡県部会

令 和 ４ 年 ７ 月

静岡県 技術調査課

静岡県部会の取組

資料５



1

１） 第１回県部会

○令和３年７月２７日開催
○議事

・中部ブロック発注者協議会の取組【中部地整】【東海財務】
・静岡県の取組【静岡県】
・静岡県部会の取組【静岡県】
・発注者支援について

⇒指標・目標値（新・全国統一指標）の共有
⇒令和３年度の取組について意見交換

２） 第２回県部会 WEB開催

○令和４年３月７日開催
○議事

・中部ブロック発注者協議会の取組【中部地整】【東海財務】
・県部会の取組状況【静岡県】
・新規ロードマップ策定【静岡県】
・“ふじ丸デー”の令和４年度からの取組
⇒令和３年度の取組状況・課題について意見交換
⇒新たな指標・目標値への見直しの決定（新規ロードマップ）

県部会（R３）の開催実績

第１回県部会の様子

【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み
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第１回分科会（令和３年９月）
WEB開催 （計４回）

○中部ブロック発注者協議会の取組【中部地方整備局】

○繰越制度、債務負担行為について【東海財務局】

○静岡県部会の取組、目標値の見直し【静岡県】
⇒県取組の紹介、市町の取組状況・課題について

意見交換
⇒ロードマップ見直しについて意見交換

分科会（R３）の開催実績

第２回分科会（令和３年１・２月）
WEB開催 （計２回）

○令和３年度の取組状況等【静岡県】
○新規ロードマップについて
○施工時期の平準化の促進に向けた取組
⇒各市町の取組状況・課題について意見聴取
⇒新規ロードマップ案について意見交換
⇒平準化率の取組事例を展開

県

下田土木事務所

熱海土木事務所

沼津土木事務所

富士土木事務所

静岡土木事務所

島田土木事務所

袋井土木事務所

浜松土木事務所

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、
西伊豆町

熱海市、伊東市

島田市、焼津市、藤枝市、川根本町、牧之原市、
吉田町

磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、御前崎市、
森町

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、
伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

富士宮市、富士市

湖西市

賀茂

分科会

東部

分科会

中部

分科会

西部

分科会

浜松市

静岡市

【構成】

公共工事の品質確保の促進に向けた取組を各市町の実務担
当まで浸透させるため、地区単位で市町を支援し取組の推進
を図る。

【目的】
分科会

【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み
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県部会スケジュール

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

中
部
ブ
ロ
ッ
ク
発
注
者
協
議
会

協
議
会

幹
事
会

静
岡
県
部
会

令和３年度 令和４年度

（
第
１
回
）

県
部
会

7/20

県
部
会

分
科
会

（
推
進
会
議
）

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

（
第
１
回
）

分
科
会

（
第
２
回
）

分
科
会

（
第
２
回
）

県
部
会

6/24
（
第
１
回
）

幹
事
会

協
議
会

発
注
関
係
事
務
の
自
己
評
価

8月～9月

7月書面開催

（
第
１
回
）

県
部
会

7/27

（
第
１
回
）

分
科
会

（
第
２
回
）

分
科
会

（
第
２
回
）

県
部
会

（
第
１
回
）

協
議
会

7/14

中
止

発
注
関
係
事
務
の
自
己
評
価

3/7

9月 1～2月

1/26
実
務
担
当
者
会
議

1～2月

【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み

2～3月

今回



自己評価指標・目標値

工事
新・自己評価指標

指 標 目標値
(R6)

1 適正な予定価格の設定 100%

2 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定 100%

3 平準化率 0.8

4 適正な工期設定 100%

5 週休２日工事の実施状況 100%

6 設計変更ガイドラインの策定・活用 100%

7 建設ICTの活用状況 100%

8 受発注者間の工事情報の共有状況（ASP） 100%

9 総合評価落札方式の導入状況 100%

指 標 目標値
(R6)

1 適正な予定価格の設定 100％

2 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定 100％

3 平準化率（第4四半期納期率） 0.4

4 適正な履行期間の設定 100％

5 設計変更ガイドラインの策定・活用 100％

6 総合評価落札方式の導入状況 100%

新・自己評価指標
業務

⇒ 新たに設定された自己評価指標・令和６年度目標値を踏まえ、令和３年度に県部会ロードマップを
見直した。

新・全国統一指標

【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み

それ以外は 中部ブロック独自指標

4
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重点項目 指標 目標 指標 目標

施工時期の
平準化

平準率α
4～6月期の工事平均稼働件数

年度の工事平均稼働件数

【令和４年度】
0.6

地域平準化率α
4～6月期の工事平均稼働件数

年度の工事平均稼働件数

【令和６年度】
0.8

※県・市町の各平準
化率αを加重平均

週休２日推進
工事

週休２日推進工事の実施
週休２日対象工事を発注（1件以上）

【令和４年度】
全市町で実施

週休２日対象工事の設定率
週休2日対象工事発注件数

年度の発注工事件数
(週休2日に馴染まない工事は除く)

【令和６年度】
1.0

※県・市町の各設定率
を加重平均

ダンピング対策
【工事・業務】

低入札価格調査基準または
最低制限価格の導入

両制度のどちらかを導入

【令和３年度】
全市町で導入

低入札価格調査基準または最低制
限価格の設定率

低入札又は最低制限を設定した入札件数
年度の発注件数

(随契等は除く)

【令和６年度】
1.0

※県・市町の各設定率
を加重平均

これまでの指標・目標値 今後の指標・目標値

新・全国統一指標として設定された、新たな指標や令和６年度目標値を踏まえ、

これまで県部会で重点的に進めてきた取組の指標及び目標値を見直した。

新たな指標・目標値

目標値を
上方修正

指標を
「設定率」に

指標を
「設定率」に

【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み



R4.7
新規ロードマップ 各市町の年度目標も設定

【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み
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R2 R3 R4 R5 R6

目標 0.68 0.73 0.78 0.83

実績 0.64 0.66

目標 0.53 0.60 0.74 0.94

実績 0.34 0.41

目標 0.51 0.86 1.00 1.00 1.00

実績 0.37 0.49

目標 0.94 0.95 0.96 1.00

実績 0.91 0.94

目標 0.85 0.93 0.94 0.99

実績 0.82 0.85

【中部ブロック発注者協議
会／県部会】
R6目標

【県＋35市町】 目標・実績の集計値

地域平準化率
α：0.8以上

週休２日対象工事
設定率：1.0

（週休２日工事）
適正な工期設定

＋必要経費の補正
実施率

週休2日が確保できる工期設定の有
無

（実施市町／35市町）

地域平準化率
4∼6月期の工事平均稼働件数
／年度の工事平均稼働件数

【県・市町の加重平均】

設定率
低入札価格調査基準又は最低制限
価格を設定した入札件数／年度の発

注業務件数（随契等は除く）

【県・市町の加重平均】

設定率
低入札価格調査基準又は最低制限
価格を設定した入札件数／年度の発

注工事件数(随契等は除く)

【県・市町の加重平均】

低入札又は最低制限
の設定率
1.0

低入札又は最低制限
の設定率
1.0

項　目

低入札または
最低制限価格
の設定

（工事）

週休２日対象工事
の設定

② 週休２日工事

ダンピング対策

低入札または
最低制限価格
の設定

適正な工期設定

平準化率α

取組指標

③

（業務）

設定率
週休2日対象工事発注件数／全発
注工事件数(週休2日に馴染まない

工事は除く)

【県・市町の加重平均】

① 平準化
概ね

目標どおり

進捗
に遅れ

進捗
に遅れ

目標どおり

目標どおり



（１）施工時期の平準化 【工事】 【目標】 R６年度までに、平準化率α・βを0.８以上
【実績】 R2：α=0.64 → R3：α=0.66（※加重平均）

R2平準化率α

R２ 平準化率α

α 計

0.8以上 6市町

0.6～0.8 6市町

0.5～0.6 6市町

0.4～0.5 9市町

0.4未満 8市町

【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み

R3平準化率α

R３ 平準化率α

α 計

0.8以上 2市町

0.6～0.8 8市町

0.5～0.6 5市町

0.4～0.5 16市町

0.4未満 4市町

7

α（加重平均）：R2＝0.64 α（加重平均）：R3＝0.66



【 静 岡 県 】静岡県部会の取組み

（２）週休２日推進工事

適正な工期設定 (R3)

実施 ： 17

準備・検討中 ： 18

赤枠はR3より実施

8

【目標】 R６年度までに、「週休２日対象工事」 設定率を100%
【実績】 週休２日対象工事設定率 R3：41%

週休２日対象工事の設定率 (R3)

1.0

0.5以上～1.0未満

0.1以上～0.5未満

0.1未満

未実施

※県・市町の設定率の加重平均
（週休2日に馴染まない工事は除く）

週休2日対象工事発注件数
全発注工事件数

設定率＝



【 静 岡 県 】

（３）低入札価格調査基準・最低制限価格 【工事・業務委託】

【目標】 R６年度までに、「低入札価格調査基準」または「最低制限価格」設定率を100%に
【実績】 工事：R3：94%

業務委託 R3：85%

静岡県部会の取組み

9

【業務】 設定率 (R3)【工事】 設定率 (R3)

0.9以上

0.7以上～0.9未満

0.5以上～0.7未満

0.5未満

未実施

0.9以上

0.7以上～0.9未満

0.5以上～0.7未満

0.5未満

未実施

※県・市町の設定率の加重平均

低入札又は最低制限を設定した入札件数
全発注件数(随契等は除く)

設定率＝



ロードマップ（各市町年度目標）

平準化率α
4∼6月期の工事平均稼働件数／年度の工事平均稼働件数

市町 R2
（実績）

R3
(目標)

R3
（実績）

R4
(目標)

R5
(目標)

R6
(目標)

R3稼働
工事量

増減
（R2→R3）

0.71 0.76 0.69 0.80 0.83 0.85 3,978 -0.02
下田市 0.48 0.55 0.49 0.64 0.72 0.80 45 0.01

東伊豆町 0.10 0.30 0.34 0.50 0.60 0.80 23 0.24
南伊豆町 0.74 0.76 0.49 0.77 0.79 0.80 26 -0.25
河津町 0.22 0.70 0.56 0.70 0.75 0.80 13 0.34
松崎町 1.13 0.80 0.61 0.80 0.80 0.80 5 -0.52

西伊豆町 0.35 0.45 0.49 0.60 0.70 0.80 16 0.14
熱海市 0.43 0.40 0.41 0.45 0.50 0.80 67 -0.02
伊東市 0.54 0.61 0.42 0.67 0.74 0.80 88 -0.12
沼津市 0.59 0.60 0.67 0.62 0.65 0.80 344 0.08
三島市 0.85 0.76 0.76 0.79 0.82 0.85 101 -0.09

御殿場市 0.63 0.67 0.49 0.72 0.76 0.80 121 -0.14
裾野市 0.54 0.61 0.48 0.67 0.71 0.80 67 -0.06
伊豆市 0.92 0.65 0.60 0.70 0.75 0.80 74 -0.32

伊豆の国市 0.83 0.60 0.57 0.67 0.73 0.80 65 -0.26
函南町 0.97 0.59 0.47 0.66 0.73 0.80 51 -0.50
清水町 0.58 0.60 0.42 0.69 0.75 0.80 44 -0.16
長泉町 0.47 0.55 0.60 0.64 0.72 0.80 77 0.13
小山町 0.91 0.72 0.82 0.75 0.77 0.80 64 -0.09

富士宮市 0.44 0.53 0.72 0.62 0.71 0.80 157 0.28
富士市 0.44 0.53 0.46 0.60 0.70 0.80 300 0.02
静岡市 0.74 0.76 0.81 0.77 0.79 0.80 855 0.07
焼津市 0.41 0.51 0.49 0.61 0.70 0.80 122 0.08
藤枝市 0.45 0.54 0.36 0.63 0.71 0.80 192 -0.09
島田市 0.47 0.43 0.42 0.60 0.70 0.80 133 -0.05

川根本町 0.41 0.67 0.52 0.72 0.76 0.80 16 0.11
牧之原市 0.62 0.67 0.43 0.71 0.76 0.80 58 -0.19
吉田町 0.51 0.58 0.51 0.66 0.73 0.80 38 0.00
浜松市 0.60 0.70 0.74 0.75 0.80 0.85 1,126 0.14
磐田市 0.36 0.47 0.48 0.58 0.69 0.80 210 0.12
掛川市 0.59 0.64 0.79 0.70 0.75 0.80 144 0.20
袋井市 0.28 0.52 0.47 0.60 0.70 0.80 100 0.19
菊川市 0.37 0.50 0.39 0.60 0.70 0.80 56 0.02

御前崎市 0.37 0.50 0.35 0.60 0.70 0.80 52 -0.02
森町 0.29 0.42 0.48 0.55 0.67 0.80 45 0.19

湖西市 0.60 0.65 0.53 0.70 0.75 0.80 63 -0.07
人口10万人以上の市 8,936

R2（実績） R3（目標） R3（実績） R4 R5 R6
集計値

（加重平均） 0.64 0.68 0.66 0.73 0.78 0.83

中
部

静岡県

西
部

東
部

賀
茂
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ロードマップ（各市町年度目標）

週休２日対象工事の設定割合
週休2日対象工事発注件数／全発注工事件数(週休2日に馴染まない工事は除く)

分子 分母

0.61 1.00 1,734 /1,734 1.00 1.00 1.00 1.00
下田市 0.00 0.01 1 /57 0.02 0.05 0.10 1.00 完全週休2日を拡大予定

東伊豆町 0.00 0.00 0 /0 0.00 0.20 0.50 1.00
南伊豆町 0.00 0.00 0 /41 0.00 0.20 0.50 1.00
河津町 0.05 0.00 0 /14 0.00 0.20 0.50 0.80
松崎町 0.00 0.00 0 /20 0.00 0.10 0.30 0.50

西伊豆町 0.00 0.00 0 /0 0.00 0.00 1.00 1.00 対象工事を精査し導入を検討
する

熱海市 0.00 0.00 0 /399 0.00 0.01 0.10 0.15
伊東市 0.00 0.00 0 /0 0.00 0.10 0.20 1.00
沼津市 0.00 0.10 9 /306 0.03 0.20 0.30 0.80 R2から試行開始

三島市 0.00 0.01 1 /68 0.01 0.10 0.30 0.70
御殿場市 0.00 0.03 3 /94 0.03 0.05 0.50 1.00
裾野市 0.00 0.00 0 /79 0.00 0.10 0.35 0.70
伊豆市 0.00 0.02 1 /48 0.02 0.10 0.50 1.00

伊豆の国市 0.00 0.00 0 /57 0.00 0.00 0.05 1.00

函南町 0.00 0.00 0 /79 0.00 0.00 0.10 1.00 令和４年度中に要領を検討す
る。

清水町 0.00 0.00 0 /58 0.00 0.02 0.10 1.00

長泉町 0.00 0.00 0 /80 0.00 一部実施 0.50 1.00 要領等を整備し、導入、数件
の試行を目指す。

小山町 0.00 0.00 0 /59 0.00 0.01 0.05 0.10
富士宮市 0.05 0.10 21 /201 0.10 0.20 0.50 0.70
富士市 0.01 0.03 5 /273 0.02 0.10 0.35 0.70

静岡市 0.89 1.00 418 /418 1.00 1.00 1.00 1.00 完全週休2日について、導入時期
検討中

焼津市 0.00 0.05 6 /143 0.04 0.10 0.50 1.00 週休２日工事を拡大予定
藤枝市 ４件 ５件 9 /183 0.05 20件 100件 1.00

島田市 1/158
0.00

8/151
0.05 8 /168 0.05 0.20 0.50 1.00

川根本町 0.00 0.10 1 /35 0.03 0.30 0.65 1.00
牧之原市 0.04 0.28 1 /118 0.01 0.52 0.76 1.00

吉田町 0.00 0.10 7 /32 0.22 0.30 0.65 1.00 Ｒ4年度より本格実施のため、
今後拡大を予定

浜松市 0.19 0.30 298 /733 0.41 0.53 0.76 1.00 発注件数は発注見通し公表件
数、R4目標 設定率43％

磐田市 実施本数
2本

実施本数
4本 4 /236 0.02 実施本数

30本 0.50 1.00

掛川市 0.00 0.00 0 /111 0.01 0.05 0.50 1.00

袋井市 0.01 0.01 1 /123 0.01 0.80 0.80 0.80 原則、選択型週休２日
で発注　R4目標80％

菊川市 0.00 0.02 1 /111 0.01 0.10 0.50 1.00 １件実施予定
御前崎市 0.00 0.00 0 /46 0.00 0.20 0.60 1.00

森町 0.00 0.00 0 /52 0.00 0.00 0.00 0.02 要領等が未整備のため、導入
時期未定

湖西市 0.14 0.11 0 /56 0.00 0.25 0.50 0.75 1件実施する
人口10万人以上の市

R2（実績） R3 R4 R5 R6

集計値
（加重平均） 0.34 0.53 0.60 0.74 0.94

R3（実績）

R3（実績）

0.41

R4
(目標)

静岡県

東
部

賀
茂

中
部

西
部

R5
(目標)

R6
(目標) R4目標　備考市町 R2

（実績）
R3

(目標)

11



ロードマップ（各市町年度目標）

適正な工期設定
週休2日が確保できる工期設定

市町 R2
（実績）

R3
(目標)

R3
（実績）

R4
(目標)

R5
(目標)

R6
(目標) R4目標　備考

実施 実施 実施 実施 実施 実施
下田市 検討 検討 未実施 実施 実施 実施 静岡県ガイドラインを準用

東伊豆町 - - 未実施 実施 実施 実施
南伊豆町 未実施 未実施 未実施 実施 実施 実施

河津町 設定方法の検討 設定基準・要領
を作成 未実施 実施 実施 実施

松崎町 設定方法の検討 設定基準・要領
を作成 未実施 実施 実施 実施 積上げ方式で工期を算出する。

（県要領を準用）

西伊豆町 検討中 検討中 未実施 実施 実施 実施
熱海市 未着手 未着手 未実施 実施 実施 実施
伊東市 実施 実施 未実施 実施 実施 実施
沼津市 実施 実施 実施 実施 実施 実施 国・県の基準を準用

三島市 検討 実施済 未実施 実施 実施 実施
御殿場市 設定基準等を検討 実施 未実施 実施 実施 実施
裾野市 未実施 要領作成 実施 実施 実施 実施
伊豆市 ― 要領作成 実施 実施 実施 実施 静岡県の設定基準を準用

伊豆の国市 実施 実施 実施 実施 実施 実施

函南町 - - 未実施 実施 実施 実施 令和５年度までに要領策定予定

清水町 設定方法の検討 設定方法の検討 未実施 実施 実施 実施 積上げ方式で工期を算出する。
（県要領を準用）

長泉町 未導入 検討・
要領作成 未実施 実施 実施 実施

小山町 検討 検討 未実施 実施 実施 実施

富士宮市 実施 実施 実施 実施 実施 実施 中建審基準を参考に適正な工期
を設定

富士市 実施 実施 実施 実施 実施 実施
静岡市 実施 実施 実施 実施 実施 実施
焼津市 未実施 実施 実施 実施 実施 実施

藤枝市 実施 実施 未実施 実施 実施 実施 積上げ方式で工期を算出する。
（県要領を準用）

島田市 実施 実施 実施 実施 実施 実施

川根本町 設定方法の検討 設定基準・要領
を作成 実施 実施 実施 実施

牧之原市 実施 実施 未実施 実施 実施 実施

吉田町 設定方法の検討 設定基準・要領
を作成 実施 実施 実施 実施

県の基準に準拠
（「公共土木工事 工期設定の考
え方」による）

浜松市 実施 実施 実施 実施 実施 実施
国土交通省大臣官房
技術調査課監修
「公共土木工事　工期
設定の考え方」に準拠

磐田市 実施 実施 実施 実施 実施 実施

掛川市 設定方法の検討 設定基準・要領
を作成 実施 実施 実施 実施 工期設定基準の検討

袋井市 設定基準・要領を
作成 実施 実施 実施 実施 実施 静岡県の基準を準用

菊川市 各課によって対応 各課によって対応 未実施 各課によって対応 各課によって対応 各課によって対応 ガイドライン等整備予定なし

御前崎市 未実施 未実施 未実施 要領作成
一部実施 実施 実施

森町 一部実施 一部実施 実施 一部実施 一部実施 一部実施 静岡県積算システムの工期設定を
適用

湖西市 実施 実施 実施 実施 実施 実施

R2（実績） R3 R3（実績） R4 R5 R6
集計値

（実施市町／全
35市町）

37% 54% 49% 100% 100% 100%

西
部

賀
茂

東
部

中
部

静岡県
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ロードマップ（各市町年度目標）

低入札又は最低制限の設定割合【工事】
 低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数／年度の発注工事件数(随契等は除く)

市町 R2
（実績）

R3
(目標)

R3
（実績）

R4
(目標)

R5
(目標)

R6
(目標) R4目標　備考

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
下田市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全工事で実施

東伊豆町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
南伊豆町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

河津町 1.00 1.00 0.71 1.00 1.00 1.00 予定価格500万円以上の
工事で実施。

松崎町 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
西伊豆町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

熱海市 0.03 0.09 0.05 0.05 0.07 1.00 5,000万円以上の工事実
施

伊東市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全工事で実施

沼津市 0.94 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 機器比率の高いもの等特別
なもの以外は原則設定

三島市 0.96 0.97 0.96 0.98 0.99 1.00 解体など除き全工事で実施

御殿場市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全工事で実施

裾野市 0.56 0.60 0.42 0.70 0.80 1.00 予定価格1,000万円以上
の工事で実施

伊豆市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全ての工事で実施

伊豆の国市 0.47 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 R4年度より見積の割合が高
い工事は除外を検討中

函南町 0.15 0.13 0.45 0.20 0.50 1.00 3,000以上又は補助・交付
金事業で実施

清水町 0.42 0.57 0.55 0.57 0.57 1.00 1,000万円以上の工事で実
施

長泉町 0.05 0.10 0.09 0.40 0.70 1.00 予定価格1億円以上の工事
で実施

小山町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
富士宮市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
富士市 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00
静岡市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
焼津市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
藤枝市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 解体工事を除く

島田市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
川根本町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
牧之原市 0.43 0.57 0.42 0.71 0.85 1.00
吉田町 0.96 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 入札案件の工事で実施

浜松市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 発注見通し公表件数

磐田市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全工事で実施

掛川市 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
袋井市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全工事で実施

菊川市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 最新モデルを採用する

御前崎市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
森町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全工事で実施

湖西市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

R2（実績） R3 R3（実績） R4 R5 R6
集計値

（加重平均） 0.91 0.94 0.94 0.95 0.96 1.00

静岡県

中
部

西
部

東
部

賀
茂
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ロードマップ（各市町年度目標）

低入札又は最低制限の設定割合【業務】
 低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数／年度の発注業務件数（随契等は除く）

市町 R2
（実績）

R3
(目標)

R3
（実績）

R4
(目標)

R5
(目標)

R6
(目標) R4目標　備考

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
下田市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

東伊豆町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
南伊豆町 0.00 0.00 0.00 0.30 0.50 1.00

河津町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
予定価格50万円以上の測
量、建設コンサルタント、地籍
調査、補償コンサルタント業務
で実施

松崎町 0.00 0.00 0.00 0.10 0.30 1.00
西伊豆町 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
熱海市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 設定案件を検討

伊東市 検討 要綱の作成導入の決定 0.00 1.00 1.00 1.00

沼津市 0.61 0.60 0.71 0.60 0.60 1.00 予定価格500万円以上の業
務で原則実施

三島市 0.47 0.57 0.62 0.60 0.80 1.00
御殿場市 0.00 0.00 0.00 0.10 0.50 1.00
裾野市 0.00 0.00 0.00 0.60 0.70 0.85

伊豆市 0.00 0.30 0.59 0.30 0.30 0.30
最低制限を建設関連業務委
託について実施。建設関連業
務委託は全業務委託の約3
割

伊豆の国市 0.00 0.25 0.30 0.25 0.25 1.00 500万円以上の業務で実施

函南町 - - 0.00 0.10 0.30 1.00 令和４年度に導入の検討を
実施予定

清水町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.00

長泉町 未導入 検討・要領作成 0.00 0.40 0.70 1.00 最低制限価格又は低入札価
格調査制度の導入検討

小山町 0.00 0.03 0.07 1.00 1.00 1.00
富士宮市 0.58 0.80 0.84 0.85 0.90 1.00
富士市 0.73 0.65 0.65 0.75 0.87 1.00
静岡市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
焼津市 0.00 0.25 0.25 1.00 1.00 1.00
藤枝市 0.00 0.50 0.00 1.00 1.00 1.00
島田市 0.93 0.97 1.00 0.90 1.00 1.00 100万円以上が対象

川根本町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
牧之原市 0.52 0.64 0.47 0.76 0.88 1.00 50万円以上の委託で実施

吉田町 0.20 0.40 0.20 0.60 0.80 1.00 Ｒ4より要領制定。本格実
施。

浜松市 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 発注見通し公表件数

磐田市 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
掛川市 未導入 検討・要領作成 0.00 1.00 1.00 1.00
袋井市 設定方法の検討 設定基準・要領を作成 0.00 1.00 1.00 1.00 R4発注より全部設定

菊川市 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 要領を策定し、一部の業務で
実施する。

御前崎市 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
森町 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 全業務で実施

湖西市 0.00 0.50 0.25 0.50 1.00 1.00 500万円以上の工事に関す
る業務で一致

R2（実績） R3 R3（実績） R4 R5 R6
集計値

（加重平均） 0.82 0.85 0.85 0.93 0.94 0.99

静岡県

中
部

西
部

東
部

賀
茂
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令和４年度 中部ブロック発注者協議会静岡県部会（第１回） 
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発注者支援機関における発注者支援について 
〜 −発注者と共に− 発注者の立場で各種業務を実施します 〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年７月 20 日（水） 
 

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 
 

 

 

 

裾野⻑泉斎苑 麗峰の丘（裾野市⻑泉町衛⽣施設組合） 実施設計パース 
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令和４年度 中部ブロック発注者協議会静岡県部会（第１回） 
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１ 発注者の責務と発注者支援機関の活用 

<公共工事の品質確保に関する法律における発注者の責務> 
○適正な予定価格の設定 
（適切な仕様書、市場単価・工期等の実態を的確に反映） 
○不調・不落の場合の見積徴収等による適正な予定価格の設定 
○低入札調査価格及び査定制限価格の設定 
〇適正な工期 など 

⇒発注者の責務等を踏まえ、発注関係事務を適切に実施することが困難 
   〇発注関係事務を適切に実施できる者（発注者支援機関）の活用 

（発注関係事務の全部又は一部） 
   〇発注関係事務を公正に行うことができる者の選定が必要 
 
２ 発注者支援機関の認定 

〇（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 
⇒静岡県内の建築に係る唯一の認定機関 

〇「品質確保に関する推進協議会」により認定 
〇品質確保に関する推進協議会 

  ・構成員 
中部地方整備局、学識者、東海４県、 
東海４県内政令市 

  ・目 的 
発注機関事務を適正・公正に行うことが 
できる者を評価して認定 

   
 
３ （一財）静岡県建築住宅まちづくりセンターの発注者支援（公共工事支援） 

（１）特徴 

  県内唯一の建築の認定機関であることから単独随意契約による受託が可能
である。また、センターでは、設計者の選定など、発注者の立場で次の特性を
⽣かして業務を遂行できる。 

 ○中立性 財団法人で公共性の高い業務実施団体である。 
⇒発注関係図書作成などの準備段階で業者さんの関与不要 

 ○守秘性 建築確認検査機関で公共性が前提の団体 
 ○確実性 県や市で営繕を担当し公共工事に精通した支援技術者が多数 
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（２）メリット（効果） 

○発注業務及び工事監理など技術に関する事務を円滑に実施できる。 
○総合評価方式などの経験がない市町において、価格以外の技術的要素を踏ま

えた多様な入札により、受注者の選定を行うことができる。 
○まちづくりセンターが市町の立場で業務を行うため、発注者は、利害関係者

との直接的な接触がない。⇒利害関係者との不適切な関係のリスクを低減。 
○事業量の変動に臨機に対応可能（市町職員の業務量の平準化） 

・市町にとって、数年に１度実施されるような規模の大きな事業（例：学校
建替えなど）や特定天井など頻度の少ない業務を実施するにあたって、新
たに職員を手当しないで事業実施できるため、費用的負担が少ない。 

・検査業務など年度末に集中する業務を現状の職員数（体制）で実施可能。 
○設計者や施工者以外の技術的判断により、全体事業費は低減可能。（定性的） 
○適切な受注者選定プロセスにより品質確保が図られる。また、適正な時期及

び内容の変更事務処理を行うことができる。 
 

 ４ （一財）静岡県建築住宅まちづくりセンターの公共工事支援の実績 

（１）過去５年間の実績件数 
年 度 件 数 発注者 

平成２８年度 ３件 吉田町、県立がんセンター、浜名湖競艇企業団 
平成２９年度 ２件 静岡県企業局、掛川市 
平成３０年度 ４件 静岡県企業局、裾野市・⻑泉町衛⽣組合、⻑泉町、

御前崎市 
令和 元年度 ７件 静岡県企業局、裾野市・⻑泉町衛⽣組合、掛川市、

牧之原市、菊川市、吉田町、御前崎市 
令和 ２年度 ９件 静岡県企業局、裾野市・⻑泉町衛⽣組合、菊川市、

御前崎市、藤枝市立病院、浜名湖競艇企業団 
令和 ３年度 ７件 菊川市、御前崎市、吉田町、裾野市・⻑泉町衛⽣組

合、榛原総合病院、浜名湖競艇企業団 
（２）公共工事支援の具体的内容 

ア 概算事業費（設計・建設に要する費用）の算出 
イ 設計委託発注に伴う発注図書等の作成 
（設計委託料の算出、特記仕様書の作成、設計に求められる要求水準設定など） 
ウ 設計への技術的助言及び設計成果品の検収 

 エ 工事施工者選定前の発注図書の作成 
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 オ 工事監理における監督業務の支援 
 カ 工事の検査支援、完成図書の検収  

キ RIBC による単価入力（設計書作成支援） 
ク 施設の劣化状況調査及び修繕計画の作成支援 など 

（３）公共工事支援（建築）の例 
 ア 特定天井に関する適切な工法の選択など（掛川市） 
  ○既存天井の状況、施設の利用方法、コストなどを総合的に勘案し、適切な

天井改修工法の提案 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 空調設備の設計業務（吉田町） 
  ○設計委託料算出、特記仕様書作成など 

委託発注図書の作成、空調方式の比較等、設計成果品の検収、検査支援 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ デザインビルド方式（設計施工一括発注）による発注等（御前崎市） 
  ○デザインビルド方式による発注に 

おいて、要求水準書の作成、受注者 
選定支援、変更設計支援、完成図書 
検収など 

 
 

  

 

  大きな空間を有する体育館の空調設備設置の例 

市庁舎及びアリーナにおける特定天井の例 

デザインビルドによる中学校整備の例 
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エ デザインビルド方式（設計施工一括発注）による発注等（吉田町） 
 〇デザインビルド方式における実施要項、要求水準書及び審査要領等の作 

成支援並びに設計施工一括契約約款検討 
〇審査委員会の委員として参加 
〇設計内容の確認、工事監督支援 

 
 
 
 

〇吉田町 水防センター事業実施例（設計施工一括方式） 
  ・まちづくりセンターとの契約：R3.7.30〜R4.3.31 
  ・水防センター規模構造：鉄骨造（建築用コンテナ）平屋 81.66 ㎡ 

項 目 まちづくりセンター支援内容 回数 
事 業 開 始 前 協 議 事業執行方法、事業実施の課題協議 １回 

公告書類作成協議 
実施要領、要求水準、企画提案書作成要領、審査
基準等、公告書類作成 

５回 

審 査 会① 
外部学識の委員として参加 
（実施要領、審査基準等の審査） 

− 

契 約 約 款 関 係 
他自治体の事例調査、約款作成方針の提案、契約
約款特記事項作成 

４回 

審 査 会② 
外部学識の委員として参加 
（事業者提案内容の審査、事業者選定） 

− 

設 計 
要求水準への適合状況の確認 
設計図、内訳書の確認 

７回 

工 事 
（現場＋書類） 

工事監督支援 
 ・実施工程表、施工計画書の確認 

・基礎、コンテナ据付状況確認 
・内外装施工状況確認 
・完成検査前の確認 

４回 

（計 協議等：21 回、審査会２回） 
オ その他 

  ・耐震補強工事の設計支援、工事監理支援 
  ・設計発注、工事完成検査など部分的な業務にも対応（事業の各段階） 

・電気設備や機械設備の分離発注にも対応 

 
デザインビルドによる水防センターの例 



1
菊川市本庁舎躯体等老朽度調査に係る技術支援
業務委託

 菊川市
本庁舎の躯体、外壁及び設備等の劣化状況調査に係る委託発
注図書の作成、調査内容の確認、調査報告書の検収

2 掛川市本庁舎特定天井改修工事発注支援業務 掛川市
現況の課題抽出、改修方針の検討、設計・工事の発注方式の
検討

牧之原市清和会館改修工事基本設計技術支援業
務委託

牧之原市
国庫補助金申請書作成支援、委託用目標直接工事費の算出、
設計委託料の算出

相良公⺠館解体工事基本設計技術支援業務委託 牧之原市 設計委託用目標工事費の算出、設計委託発注図書作成等

牧之原市老人会館解体工事監理技術支援業務委
託

牧之原市 施工計画書及び仮設設置状況等確認・杭引抜等立会い・廃棄物
処理の確認等監督支援、検査支援

4
御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に係る技術
支援業務

御前崎市 校舎設計図面の要求水準整合確認、内訳書確認、解体工事設計
図等の検収、アスベスト除去方法の確認等

5
吉田町総合体育館空調設備設置工事実施設計業
務に係る技術支援業務委託

吉田町
設計与条件の整理及び空調方式の検討、設計委託発注図書の
作成、設計内容の審査

6
滝⼾監視所管理棟改築工事に伴う技術支援業務
委託（R1〜R2）

県企業局
H29に作成した設計図書の見直し、修正（成果品の確認・修
正、特記仕様書最新版へ、見積徴収等）

7
裾野市⻑泉町衛⽣施設組合新⽕葬場施設工事監
理に係る支援業務業務委託(R1〜R3)

裾野市、⻑泉町 工程会議、現場確認等工事監督支援、検査立会い等

1 菊川市本庁舎改修計画策定に係る支援業務  菊川市
耐震補強計画の検討、⻑寿命化改修に係る課題整理、制振に
よる耐震補強事例の調査・視察

2
中央スタンド特定天井他改修工事計画策定及び
発注者支援業務

浜名湖競艇企業団
現地調査・課題整理、居ながら工事の事例収集、設計及び改
修工事発注方式の検討

3
御前崎市御前崎学校給食センター解体工事設計
に係る支援業務

御前崎市 学校給食センター解体設計の審査・確認

4
藤枝市立総合病院⻑寿命化改修工事に伴う発注
者支援業務委託

藤枝市立病院
本館屋上防水及び外壁改修工事の設計に係る設計委託発注支
援並びに改修工法等内容確認等

5
御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に係る支援
業務委託

御前崎市
駐輪場設計図書の検収、校舎建築工事の設計変更図書の確
認、校舎の出来形確認

6
（再掲）御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に
係る技術支援業務（繰越）

御前崎市 校舎設計図面の要求水準整合確認、内訳書確認、解体工事設計図
等の検収、アスベスト除去方法の確認等

7
富士川浄水場蒲原取水場屋上防水改修工事監理
等に係る技術支援業務委託

県企業局
工事発注図書の作成支援（RIBCによる設計書、特記仕様書
等の作成）、工事監督支援、検査支援

8
（再掲）滝⼾監視所管理棟改築工事に伴う技術
支援業務委託（R1〜R2）

県企業局
H29に作成した設計図書の見直し、修正（成果品の確認・修
正、特記仕様書最新版へ、見積徴収等）

9
（再掲）裾野市⻑泉町衛⽣施設組合新⽕葬場施
設工事監理に係る支援業務業務委託(R1〜R3)

裾野市、⻑泉町 工程会議、現場確認等工事監督支援、検査立会い等

1
菊川市役所本庁舎改修計画作成に係る支援業務
委託

 菊川市
耐震補強計画策定の設計委託発注図書の作成、⻑寿命化改修
計画作成支援、課題の整理等

2
御前崎市立浜岡中学校校舎改築事業に係る支援
業務委託

御前崎市 外構工事の完成図書の確認及び検収支援（検査支援）

3
御前崎市御前崎学校給食センター解体工事に係
る技術支援業務委託

御前崎市
御前崎学校給食センター解体工事に係る監督支援（アスベス
ト含有建材の施工方法確認等）

4
榛原総合病院組合⻑寿命化改修工事に伴う発注
者支援業務委託

榛原総合病院組合
屋上防水改修の設計委託発注図書の作成支援、工事発注図書
の検収、工事監督支援

5
中央スタンド特定天井他改修工事設計発注者支
援業務委託

浜名湖競艇企業団
特定天井他改修工事設計委託発注図書作成支援、設計内容の
確認、企業団設計審査会の支援

6 水防センター整備事業に係る技術支援業務委託 吉田町
水防センター整備に伴う設計施工一括発注図書の作成支援、
設計内容確認支援、工事監督支援

7
（再掲）裾野市⻑泉町衛⽣施設組合新⽕葬場施
設工事監理に係る支援業務業務委託

裾野市、⻑泉町
(R1〜R3)

工程会議、現場確認等工事監督支援、検査立会い等

〈参考〉令和４年度実施中の公共工事支援の概要
・ 屋上防水工事の監督支援業務
・ 学校施設の劣化診断及び⻑寿命化計画作成支援
・ 特定天井改修工事の監督支援業務
・ 公共下水道接続設計の発注図書作成及び設計審査等支援
・ ＲＩＢＣによる設計書作成支援、内訳書の確認

上記以外に２件について支援検討中
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和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

年度

公共工事支援実績一覧（過去３年＋α）

No 発注者 概要

（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター

業務名
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−発注者である市町の⽴場で中⽴的に対応いたします。− 
お気軽にお問合せ、ご相談ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先 

 （一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター 建築事業部公共工事支援課 
   ○電 話：０５４−２０２―５５７１ 
   ○ＦＡＸ：０５４−２８５−８７８７ 
   ○Ｅ-mail：koukyou@shizuoka-kjm.or.jp 

 



[お客様と共に歩む]

市町連携担当者会議資料R2.5

ふじのくにづくり支援センター一般社団法人

令和４年中部ブロック発注者協議会静岡県部会 R4.7.20

00246513
テキストボックス
資料７



◇ 設立の経緯

・ 平成15年度に、三公社の総務、経理部門を統合し、静岡県地域整備センターを設立

・ 平成27年４月に、市町・県の行政改革に資する取組を推進するため、任意団体であった静岡県地域

整備センターを発展的解消し、三公社が社員となり一般社団法人ふじのくにづくり支援センターを設立

・ 設立後は市町・県のニーズに応じ、公共工事の発注者支援事業、地籍調査事業を中心に活動

◇ 組織体制
社員総会 監事：公認会計士

理事会 非常勤理事：県経営管理部長、県交通基盤部長、県くらし環境部長
専務理事（用地担当）、常務理事（インフラ技術支援担当）、常務理事（住宅担当）

理事長 評議員会

専務理事兼事務局長 参事

次長兼総務課長

常務理事

総務課

参事

（用地担当）

（事務局）

専門員

（インフラ技術
支援担当） 技監 専門員

（住宅担当） 常務理事 参事

1

支援センター（インフラ技術支援担当）



○自治体の課題

・橋梁等道路施設の老朽化
静岡県内の政令市を除く市町管理橋梁は16,600橋
～今後、建設後50年経過橋梁の割合が大幅に増加

・公物管理者の業務増加
道路法改正による橋梁等の近接目視点検義務化（5年に1回）等、維持管理の強化
公共工事品確法改正による発注関係事務の適切な実施等、発注者責務の明確化

・土木技術職員の不足
県内で、土木技術者がいない又は10人未満の市町は約半数

◇増加する自治体のインフラ整備への貢献

○ふじのくにづくり支援センターのインフラ技術支援業務
・本来、自治体職員が行う事務について、自治体職員に代わり職員・技術力
の不足を補う支援を行います。

・公共工事発注関係事務の支援
「積算」、「監督・検査」、「工事成績評定」、「技術提案の審査」

・設計、橋梁点検等の技術支援、道路管理の支援
道路等の設計や橋梁点検に係る技術アドバイス、道路パトロールの代行

2

支援センター（インフラ技術支援担当）



「品質確保に関する推進協議会」の厳正な評価の下、公共工事の発注関係事

務を適切かつ公正な立場で継続して円滑に行うことができる者として、令和２年

１月に再認定された。土木部門では静岡県唯一の「公共工事発注者支援機関」

3
令和２年２月26日県知事へ認定を報告

支援センター（インフラ技術支援担当）
◇公共工事発注者支援機関
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支
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業
務
を
委
託

職員の時間
外を軽減

他の業務に
専念

技術職員
が足りな
い

積算・監
督業務が
一時的に
増加

遠隔地の工事

・大規模工事
・災害復旧工事
・建設部局以外
の工事

職員の増員
が不要

定常的に技術者
が不足

施工上の
判断や施
工監理に
不安

相談でき
る技術職
員がほし
い

技術的課題
を解決、技
術職員の育
成

発注者のメリット

コスト削減

品質確保

職員の技
術力向上

当センターは、発注者支援業務を通じ自治体技術職員の育成に貢献します。

想定される活用場面

4

支援センター（インフラ技術支援担当）
◇想定される活用場面及びそのメリット



支援センターの活用事例（インフラ技術支援担当・土地開発公社）

新中学校 完成イメージ

伊豆市新中学校建設事業では、新中学校建設に関して、必要となる用地取得を土地開
発公社が支援を行い、さらに用地取得後の造成工事に関して、インフラ技術支援担当が
支援しています。

土地開発公社が支援

インフラ技術支援担当が支援中
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支援センター（インフラ技術支援担当）
○ふじのくにづくり支援センターの発注者支援業務

土木部門で静岡県内唯一の公共工事発注者支援機関 として、
技術者不足等の課題を抱える市町等を支援

6

公共工事発注関係事務の支援

・「積算」
・「監督・検査」
・「工事成績評定」
・「技術提案の審査」

設計、橋梁点検等の技術支援、道路管理支援

■これまでの取組み

・設計等に係る技術的アドバイス
・コンストラクション・マネジメント…複数の工事管理・調整
・設計書照査
・関係行政機関協議の支援

契約年度 件数 発注者名 受託料

H27 ２ 静岡県、牧之原市 0千円

H28 ２ 浜松市、牧之原市 （JVで受注：右記受注額は分担業務額を記載） 7,932千円

H29 ９ 静岡県、静岡県企業局、県立静岡がんセンター牧之原市、湖西市 5,856千円

H30 12 静岡県、浜松市、牧之原市、湖西市、浜名湖競艇企業団、他 22,974千円

Ｒ1 20 静岡県、静岡県教育委員会、浜松市、牧之原市、湖西市 20,148千円

Ｒ2 20 静岡県、県立農林環境専門職大学、浜松市、牧之原市、湖西市 26,331千円

R3 21 静岡県、県立農林環境専門職大学、浜松市、湖西市、伊豆市 41,202千円

発注者

支援機関
認定

支援実績累計

86件(R4.3時点）

支援
メニュー

発注者

支援機関
再認定
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支援センター（インフラ技術支援担当）
○令和３年度の支援実績 （受注20件） R4.6現在

番号 年度 発注者名 対象工事等 種別

繰越 R2 牧之原市 相良地区放射線防対策護施設造成工事 積算、監督

繰越 R2 県浜松土木 （国）301号橋梁耐震対策事業 技術審査、監督

債務 R2 農林環境専門職大学 農林環境専門職大学歩道橋設置工事 積算、監督、成績評定

債務 R2 県警察本部 大仁警察署庁舎建設予定地造成工事 積算、監督、成績評定

債務 R2 県教育委員会 富士山麓山の村道路外撤去・原状回復工事 監督

1 R3
県浜松土木

（国）301号橋梁耐震対策事業 技術審査、監督

2 R3 （二）馬込川河川改良 監督

3 R3
農林環境専門職大学

学生寮建設予定地造成工事 積算、監督、成績評定

4 R3 学生寮建設に伴う開発行為変更届出 書類作成

5 R3
県福利厚生課

沓谷職員住宅 敷地測量積算 積算

6 R3 三園職員公舎 敷地測量積算 積算

7 R3
県工業技術研究所

（一）藁科川排水管撤去工事 （関係機関との打合せ） アドバイザリー

8 R3 （一）藁科川排水管撤去工事 （施工監理） 積算、監督

9 R3

浜松市（天竜区）

浜松市天竜体育館法面対策工事 積算、監督、成績評定

10 R3 浜松市天竜ボート場配艇場護岸改修測量設計 設計積算、アドバイザリー

11 R3 旧さくま自然休養村運動広場借地解消に係る測量設計 設計積算、アドバイザリー



番号 年度 発注者名 対象工事等 種別

12 R3

浜松市（消防局）

防火井戸設置工事 積算、監督、成績評定

13 R3 耐震性貯水槽設置工事 積算、監督、成績評定

14 R3 耐震性貯水槽撤去工事 積算、監督、成績評定

15,16 R3 湖西市（水道課） 水道工事設計書照査作業（その１）～（その２） 設計書照査

17～20 R3 湖西市（下水道課） 公共下水道事業工事設計書照査作業（その１）～（その４） 設計書照査

21 R3 伊豆市（学校教育課） 伊豆市立新中学校（仮称）敷地造成工事 積算、監督、成績評定

○令和４年度の受注状況（6月末時点） （受注９件）

番号 年度 発注者名 対象工事等 種別

1 R4 県浜松土木 （国）301号橋梁耐震対策事業 技術審査、監督

2 R4 裾野市（建設部）
岩波駅周辺整備事業 概略、予備及び詳細設計、測量、用地補
償調査

発注者支援業務

3 R4 浜松市（天竜区） 旧さくま自然休養村運動広場借地解消工事 積算、監督、成績評定

4 R4
浜松市（消防局）

防火井戸設置工事 ・積算、監督、成績評定

5 R4 耐震性貯水槽設置工事 ・積算、監督、成績評定

6,7 R4 湖西市（水道課） 水道工事設計書照査作業（その１）～（その２） 設計書照査

8,9 R4 湖西市（下水道課） 公共下水道事業工事設計書照査作業（その１）～（その２） 設計書照査
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土地公社

静岡県土地開発公社の概要
公有地の拡大の推進に関する法律（以下、「公拡法」）に基づき、昭和48年に設立
された公共事業用地の取得等における行政機関の補完・代行を担う唯一の専門機関

公有地の先行取得など ・道路、公園、緑地、その他の公共施設の用に供する土地
・公営企業の用に供する土地
・その他、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地
（自然環境保全、史跡等保護など）

業務の範囲（公拡法第17条）

土地造成事業※

関連公共施設の整備

県
公
社
活
用
実
績
が
あ
る
市
町
村

※公拡法…公有地の拡大の推進に関する法律

―― 公社活用のメリット ――
予算の平準化による効率的な行政運営を支援

多様化する業務への対応

―― 用地取得を土地公社がお手伝いします――

現年度予算だけでは取得できない土地も、先行取得している土地公社
からは、複数年で後年度に分割して購入できます

予算の平準化が図れるので、事業計画が組みやすくなります

“市町用地先行取得”として予算枠を公社内に確保
「用地補償費」を一定額確保しています
長期間の交渉の結果、年度途中に契約～支払いが必要になった際で
も、公社の予算枠を活用すれば取得可能

安全・安心な未来に先行投資を
しませんか？

［鮎壺公園整備事業 ―長泉町HPより―］

※R2 沼津市 内浦重須地区
高台移転事業に参画

年度 市町村名 内 容

R3 伊豆市 新中学校用地

R2
浜松市 名塚公園用地

長泉町 鮎壺公園整備

R1 浜松市 浜松城公園用地

H29 小山町 街路事業用地

H27 東伊豆町 庁舎整備用地

H15 中伊豆町 グラウンド整備用地

H13
清水町 街路事業用地

戸田村 庁舎整備用地

H10 西伊豆町 名勝地保全

H2 芝川町 消防組合施設用地
9



[伊豆市新中学校用地]
[R1 街路事業 高田上土狩線] [賑わい交流拠点事業]令和３年度実施

施行箇所 伊豆市日向地内
地権者 27名

市内3つの中学校を一箇所に
集約 令和7年度開校予定

土地公社
―― 近年の事業実績や予定をご紹介します――

「道路・街路事業用地」「学校用地」「公園用地」など多様な事業の円滑な推進をサポートしてます

―長泉町―

平成29.30.令和元年度実施
施行箇所 島田市横岡新田
関係者 20名

[R2.R4 鮎壺公園整備]

体験型テーマパーク
“KADODE OOIGAWA”
令和２年11月開業

受託用地（用地交渉事務の受託）用地先行取得事業

[H20 健康施設づくり用地]

[R1 浜松城公園用地]
[R2 名塚公園用地]

―浜松市―

[R4（仮称）日向公園整備事業]
―伊豆市―

令和３年度に取得を支援した「新中学校」
計画地の南側に隣接する箇所に当該公園を
整備予定

―伊豆市― ―島田市―
島田市土地開発公社から受託

市役所担当課職員と公社職員による用地の班編成を行い、相互
協力しながら、地権者の皆さまへの用地交渉を実施

［伊豆市HPより］
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支援センターのその他の業務（地籍調査支援事業）

地籍調査業務支援事業

国土調査法第19条第5項申請支援事業

●現地立会確認補助

●所有者・相続人追跡調査

●既存調査成果の整理

用地担当は地籍調査の支援を行っています

ただでさえ
手間のかかる地籍調査

「手が足りない！」の
「手」になります！！

●図面修正 ・・・など

国土調査以外の測量を活かしませんか？

道路整備や施設用地の測量成果を
地籍調査の成果と同様に取り扱うことがきれば…

測量・立会の重複がなくなります

不動産登記法第14条第1項地図に

●申請書類作成支援 ●関係機関との調整

支援実績：川根本町 (平成29～)

支援実績：静岡県

その後の地籍調査実施が不要

官民境界が明確になり、
管理業務の負担が軽減します
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公営住宅管理の
豊富な経験と実績

県営住宅等との
一括管理

管理代行制度による
広範囲な業務の委託

その１

住民サービスの向上

◎公営住宅管理の豊富な経
験を活かし、次のサービス
を提供

その２

行政サービスの効率化

◎管理代行制度の活用により、
指定管理者制度に比べ、入
居決定など、より広い範囲の
業務が委託可能

◎外部委託により、人工・経費を
削減し、行革を推進

その３

市職員の負担軽減

◎苦情・相談や緊急修繕
などのルーチン業務が
減り、難易度の高い政
策的な業務への集中
が可能

・緊急修繕等の24時間対応
・郵送による申込・退去受付
・毎月入居募集の実施
・高齢者・外国人入居者支援等

住宅公社は県営住宅の豊富な管理経験を活かし、県内の公営住宅管理の効率化を推進する
ため、市町営住宅の管理受託拡大に取組んでいます。

※ 改良住宅、再開発住宅等を含む

＜市町営住宅管理団地一覧＞

＜公社管理のメリット＞

住 宅 公 社
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R4.4.1現在

種 別 掛川市 袋井市 小山町 富士市 島田市 焼津市 御殿場市
合計

管理開始 平成29年度 平成30年度 令和2年度 令和3年度

団 地 数 15団地 11団地 9団地 23団地 14団地 11団地 17団地 100団地

管理戸数 528戸 266戸 384戸 2,175戸 292戸 403戸 886戸 4,934戸



お 問 合 せ

一般社団法人ふじのくにづくり支援センター
TEL （代表）054-254-8140

静岡市葵区追手町９番１８号

【インフラ技術支援担当】

E-mail : yo-ti@fujino-shien.or.jp

ＵＲＬ : http://www.fujino-shien.or.jp

【住宅担当】

TEL（直通）054-204-6070

E-mail : infra-tec@fujino-shien.or.jp

【用地担当】

TEL（直通）054-204-6080

E-mail : ju-taku@fujino-shien.or.jp
TEL（直通）054-255-4147

ご清聴ありがとうございました。


